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  文責：元廣 

 

今年も、早あと１ヶ月となりました。大きな行事でもある修学旅

行も無事終了し、日常の学校生活に戻り、来週からは期末試験にな

ります。旅行中は、英語にチャレンジする姿も多く見られ、微笑ま

しく思いました。日本とは違う文化にも数多く触れ、あるゆること

を学んでくれたように思います。感想などは、次号で紹介したいと

思います。 

 来週からの期末試験は、単位取得はもちろんですが、卒業後の進

路にもつながっていきます。まだまだ時間はあります。最後まであ

きらめず、努力をしましょう。  

さらに寒くなっていくと思いますが、寒さに負けず一年の締めくくりをしっかりとできるように

していきましょう。  

               ※期末試験は、クラスによって違います。気をつけてください。 

☆人権講演会 
  「夜回り先生」でおなじみの水谷修先生に来ていただき、｢どこまでも生きぬいて～夜回り先生、いのち 

の授業～｣と題し、お話を聴きます。保護者の方も、申し込みをしていただければ聴いていただくこと 

ができます。 

      ９：００～ ９：３０  事前学習（各教室） 

     １０：００～１１：３０  講演（ＧＡ）  

     １１：４０～１２：００  事後学習（各教室） 

 

 

定期試験における注意事項の変更について（抜粋） 

 

現在適用している試験に関するルールが現代社会にそぐわないのではないかという意見がありましたので、

一部ルールを変更し、２学期末試験から適用します。変更内容は以下のとおりです。 

 

（１）試験開始５分前に入室完了し、着席しておく。 

（２）机上には筆記用具のみ置く。筆箱は置いてはいけない。 

（３）携帯電話、スマートフォンなどの通信機器は、朝のＳＨＲ時に担任に預ける。 

（４）試験開始から終了まで、試験会場から退出してはならない。 

（５）（身体的にやむを得ない）事情がある場合は、担当教師に知らせ、許可を取ってから退室する。 

※トイレのために退室した場合は、試験会場に再入室し、試験を続けることができる。 

※体調不良のために退室した場合は、試験会場には戻らず、保健室に移動し、試験を続けることが 

 できる。 

※身体的にやむを得ない事情があり、退室した場合の試験の得点については、成績に反映させる。 

※欠課、遅刻については、通常授業と同様の扱いとする。 

 

  他の生徒の迷惑のかかる行為や不正行為がないように、試験に関するルールをしっかり守り、 

体調管理をして試験に臨みましょう。 

 

 

 

 

保護者の皆様へ 
 

   いつも学年の活動にご協力・ご理解いただきありがとうございます。先日行われました修学旅行に 

関しましては、直前の経費追加負担のお願い、当日の送迎などご協力いただきありがとうございまし 

た。 

 初めての海外旅行、慣れない長時間の飛行機で不安もたくさんあったことだと思いますが、日本と 

は違う風土・文化に触れ、英語をもっと勉強したいという気持ちをもったり、いろいろな文化の人と 

も理解しあっていかなければいけないことなど、多くのことを学んでくれたようです。この経験が今 

後活かされれば幸いだと思います。 

 道中ハプニングはありましたが、無事終了させていただいたのは、保護者の皆様のお力添えがあっ 

てのことと、学年教員一同感謝しております。今後も学年の活動にご協力よろしくお願いします。 

 2 学期末に予定されています保護者会は、全員対象ではありません。２学期の成績、学校での生活 

の様子で気になる者が対象となります。対象のご家庭には、12 月 11 日の夕方に担任より連絡させ 

ていただきます。なお学校での様子、卒業後の進路など保護者の皆様から気になることがありました 

ら、保護者会をさせていただきます。担任までご連絡ください。日程は 12 月 12～13,16～19 日 

の午後になります。 

１ 日  １７ 火 再登校 高大連携授業（人文） 追認補講（対象者） 

２ 月 期末試験① １８ 水 追認補講（対象者） 

３ 火 期末試験② １９ 木 カウンセリング・ＳＳＴ 追認補講（対象者） 

４ 水 期末試験③ ２０ 金 終業式 

５ 木 期末試験④ ２１ 土 冬季休業 

６ 金 特別時間割開始 ２２ 日  

７ 土  2３ 月     

８ 日  2４ 火  

９ 月  2５ 水  

10 火 頭髪チェック カウンセリング・ＳＳＴ 2６ 木  

１１ 水  2７ 金   

１２ 木 単位追認補講説明会（対象者） 2８ 土  

１３ 金 人権講演会 追認補講（対象者） 2９ 日  

１４ 土 第２回茶話会 10:00～ ３０ 月    

１５ 日 世界遺産検定 ３１ 火     1/6（月）まで 

１６ 月 カウンセリング・ＳＳＴ 追認補講（対象者）    


